
 自然災害等への対応について(確認)  
 
１．次の場合は、全員、自宅又は避難場所等の安全が確保できる場所で待機する。 
  ただし、午前中に警報が解除されれば、安全に十分注意して登校すること 
 

(1) 八幡浜市又は居住している地域に以下の警報等が発表されている場合 
 

 ① 『特別警報』・『暴風警報』・『暴風雪警報』 
 

 ② 『大雨警報』 と 『土砂災害警戒情報』 の両方 
    
   注１） 大雨警報のみでは該当しない。 
      
 
 
 
 
   注２） 大雨警報 ＋ 土砂災害警戒情報 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ③ 『避難指示等（警戒レベル４以上）』（各市町村が発令） 
 

注３） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 愛媛県宇和海沿岸又は瀬戸内海沿岸に 

『大津波警報』、『津波警報』、又は、『津波注意報』が発表されている場合 
 
２．列車等の公共交通機関が運休の場合 

列車等通学生は、警報等が発表されていない場合でも自宅又は避難場所等の安全が確保で
きる場所で待機する。 

ただし、正午までに運行が再開されれば安全に十分注意して登校する。 
また、他に登校手段があれば登校する。 
 

３．その他、大規模災害の直後などに風水害等による２次災害の恐れがある場合や通常の登校
ができない状況の場合は、安全確保を最優先させ、自宅待機や避難などの適切な行動をとる。 

 
※１ 学校への電話での問い合わせは御遠慮ください。 
※２ 通学路に危険箇所がある場合には、前もってホームルーム担任に御相談ください。 
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